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医療 医療専門課程 歯科衛生士科 平成26(2014)年 度 平成27(2015)年 度

学科の目的
歯科衛生士国家資格を取得させることはもとより、急速に高度化・細分化・多様化していく業界において即戦力となりうる人材の育成を目的とする。知識・技
術のみならず人間資質の向上も目的とする。

学縛の特徴
(主な教育内容、取
得可能な資格 等)

<主な教育内容 >
チーム医療の中で、歯科医師の補助をするだけでなく、患者様のコミュニケーションを図り、信頼関係を築ける歯科衛生士を養成する教育を行う。

<取得可能な資格 >歯 科衛生士

修実年「長 昼夜
全竜果程の修了に必要な総撰業時数ヌ1ま総

単位数
講義 演 習 実験 実技

3 昼 間
※単位晴「口1、 単位いずれ
おЧこ記入

2.9,0単 位時間 1,650単 位時間 330単位時間 99o単位時間 0単位時間 0単位時間

単位 単位 単位 単 位 単 位 単位

生徒総定員 生徒実 員(A) 留学 生 数 (■僕案員の内敷)(B) 留学生割合(3/A)

104  人 0人 0% 3    X

(D)

32
27
100

84 %
日卒業者に占める就職者の割合 (E/C)

91 %
0 人

(令 和  5  年度■業者に関十る令れ16年 5′ li口 時点のhf報 )

日主な就職先、業界等

(令 和5年 度卒業生)

一般歯科 Jヽ児歯科 矯正歯科

120 人

就職等の状況

第三者による
学校評価

■民間の
※有の場合

評価機関等から第二者評価
、例えば以下について任意記載

評 価「H体 : 受審年,1
予Υ11結 果をlL載 した
ボームページURL

当該学科の

ホームページ
URL

https//www X,ぃ acjpど 。。wrse/dOぃ と。1/

企業等と連携した
実習等の実施状況
(A、 Bいずれか

に記入)

(A:単位時間による算定 )

(B:単位数による算定 )

総単位数 単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

2970単 位時間

うち企業簿と連携tた実験・実習・実俵の授葉時数 990単位時間

うち企案等と連続 した演習の授楽崎数 0単位時間

990単位時間

990単位時間

うち必修授案時数

0単位時間

(う ち企業等と連携 したインターシンップの授業時数 ) 0単位時間

教員の属性 (尊 任

教員に ついて記

入 )

① 専修学校の専門課程を修了した後、学校等におい
てその担当する教育等に従事した者であつて、当骸専
門B票程の修索年限と当該案務に従事した期間とを通算
して六年以上となる者

(専修学校設置基準第41条第1硬第 1号 ) 2人

② 学士の学位を有する者等 (専修学校設置基準第11条第1項第2号 ) 1人

0高等学校教諭等経験者 (尊修学校設置基準第41条 第1頂第3号 ) 0人

④ 修士の学位又は尊円織学位 (尊修学校設置基準第41条第I項第4号 ) 0人

⑤ その他 (尊修学校設置基準第■1条 第1項第5号 ) 0人

計 3人

上ほEO～⑤のうち、実務家教員 (分野におけるおおむね 5年以上の実務の経験を有し、かつ、高度
の実務の能力を有する者を想定)の数

3人



1 「率攻分野に関する企業、回体等 (以下「企業等」という。)との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の編成を行つていること。」関係

(1)教育課程の編成 (授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。)における企業等との連携に関する基本方針

業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体の役職員及び実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業の役職員が
参画する教育課程編成委員会を年2回実施し、業界の動向や変化、それに伴うニーズや必要な人材像を把握すると共に、実施している授業や力リキュラム等を各委員に
検証してもらいアドバイスや意見を頂く。また、教員による実習先訪間や就職担当による企業訪問を通して更なる情報収集を図る。それらを十分に生かしつつ、カリキュ
ラムや授業方法の改善、授業科目の開設等を図り、実践的かつ専門的な職業教育を主体的に実施する。

(2)教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

教育課程の編成は、理事会の下に設置された教育課程編成委員会において討議した内容を十分に考慮したうえで、学科会議において編成を行うものとし、委員会の
適切な運営は理事会が担保することになつている。また、教員組織規則において、「委員会の審議を通じて示された企業等の要請その他の情報、意見を十分に生かし、
実践的かつ専門的な職業教育を実施する教育課程の編成に努める」ことが明記され、この定めに従って委員会を運営する。(以下図により、編成意思決定の過程を示
す)

(学校・学科 )

Do:実行

(教育課程編成委員会 )

側ani計 画

(教育課程編成委員会)

Check:チ ェック

(学校・学科 )

Acuon:改善

名  前 所    属 任   期 種  別

岩男 好恵 一般社団法人 福岡県歯科衛生士会 常務理事 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) ①

案西 浩平 医療法人社回桜香 理事長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) ③

土本 佳正 福岡医健・スポーツ専門学校 事務局長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 )

古谷野 潔 福岡医健・スポーツ専門学校 学校長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 )

河口 青児 福岡医健・スポーツ専門学校 冨Ⅲ校長・教務部長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 )

松原 敏昭 福岡医健・スポーツ専門学校 教務事務部長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 )

渡遇 裕子 福岡医健・スポーツ専門学校 歯科衛生士科 学科長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 )

(3)教育課程編成委員会等の全委員の名簿

令和6年 4月 1日 現在

※委員の種別の欄には、企業等委員の場合には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること
(当 該学校の教職員が学校側の委員として参画する場合、種別の欄は「一」を記載してください。)

①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
地方公共団体等の役職員(1企業や関係施設の役職員は該当しません。)

②学会や学術機関等の有識者
③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

(4)教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

(年間の開催数及び開催時期)

教育課程編成委員会は年2回開催し、第 1回 目を毎年5月 、第2回 目を翌年 1月 に実施している。今年度開催 (予定)日 時は以下の通り。また、委員会欠席委員に対し
ては個別に意見聴取を行うなど、必要に応じて、適宜適切に分科会等を開催する場合がある。

(開催日時 (実績))

第1回 令和 6年 5月 17日  15:30～ 17:OO
第2回 令和 7年 1月 24日 13100～ 15t00(予 定)

(5)教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。

教育課程編成委員からは、「コミュニケーションカの強化」「仕事に対する身構え・気構え・心構えといつたプロ意識の確立」「社会的人格形成」「自主性・主体性・積極性
の育成」「仕事観・職業観の確立による早期退職の防止」「基礎力と柔軟な応用力の育成」など、多くの意見を頂いた。これらを基に、コミュニケーションスキルアップ検定
の導入や授業内容・方法の改善を図ると共に、授業以外の教科指導、実習指導、生活指導、就職指導、回試対策指導等あらゆる機会をとらえて、キャリア教育の充実に
向けた検討・環境整備に取り組んでいる。



21企業尋と運携して、冥習、冥技、冥験又は浸習 (以下I異習・涙習等」という。)の投業を行つていること。」関1系

(1)実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

本校は、「学校と業界が協力をして、業界が求める即戦力の人材を育成し、業界に送り出す」という「産学共同教育」を開枚以来実践してきた。即戦力としての職業大教
育を行うため、業界と連携して専門知識・技術、人間力を有した人材育成を行つている。このため、特に実習・演習科目に於いては、現場の第一線で活躍するプロに非常
勤講師を依頼するなど、授業内容を業界関係者と共に企画立案し、その実施及び達成度評価を行つている。

(2)実習・演習等における企業等との連携内容

連携企業等と講師業務委託契約を交わした上で、現場の第一線のプロが非常勤講師として授業を行つている。
学校と非常勤講師が協議して作成したシラバスを基に授業は進行され、成績評価は毎授業での到達目標達成度及び学期ごとに行う定

評価される。また、担当非常勤講師と学科専任教員は常に連携を密にし、情報を共有しながら授業運営に係る問題解決や授業改善に協
期試験の結果をもって総合的に
力して取り組んでいる。

更に、業界研修・臨床実習等を実施し、企業等の指導担当者の下、現場体験を深め即戦力としての更なる知識・技術の習得に努めている。実習実施前の協議を徹底
すると共に、教員による実習巡回を通して指導担当者と教員の連携・情報共有を図り、協力体制を強化して教育効果の向上に努めている。

(3)具体的な連携の例※科目数については代表的な5科 目について記載。

科 目

臨地実習 I

3【校外】企業内実習
(4に該当するものを
除く。)

2年次の臨地・臨床実習において修得した
知識技術を現場で実践することができる。

九州大学病院、あんざい歯科クリニック、別府歯科医院、船越歯科
医院 、博多こおり歯科医院  他  計108施設

臨地実習 Ⅱ
3【校外】企業内実習
(4に該当するものを
除く。)

3年次の臨地・臨床実習において修得した
知識技術を現場で実践することができる。

九州医療センター、貝塚幼稚園、福岡比恵町雲母保育園、高宮くす
くすの丘保育園、松翠保育園 他  計8施設

3「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行つていること。」関係

(1)推薦学科の教員に対する研修・研究 (以下「研修等」という。)の基本方針

※研修等を教員に受講させることについて諸規程に定められていることを明記

学国の定める教職員規定において、専門技術・知識の向上、授業内容・教育技法の改善、クラス運営力の向上、マネジメント能力や指導力の向上などを研修の目的と
して、職歴や能力・経験、職責、担当業務に合わせて、定期的・継続的に業界と連携して研修を実施している。企業・業界団体等が開催する研修会や講習会に専任教員
を計画的に参加させ、業界の変化やニーズを的確に把握すると共に、最新の技術・知識の習得に努めている。

(2)研修等の実績

①専攻分野における実務に関する研修等

研修名 :専任教員研修会V
主 催 :全 国歯科衛生士教育協議会
実施日:令和5年 11月 25・ 26日
参加者 :歯科衛生士科専任教員1名

内 容 :高 齢者・障がい者に対する口腔機能管理とそのアプローチ

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名 :教職員カウンセリング研修
主 催 :滋慶教育科学研究所
実施日:令 和5年 8月 1日

参加者 :歯科衛生士科専任教員1名

内 容 :学校教育に必要なカウンセリング技術の習得

(3)研修等の計画

①専攻分野における実務に関する研修等

研修名 :日 本歯科衛生教育学会
主 催 :日 本歯科衛生士会
実施日:令和6年 11月 (予 定)

参加者 :歯 科衛生士科専任教員2名

内 容 :歯科衛生士教育について

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名 :専任教員研修会 I・ Ⅱ
主 催 :全 国歯科衛生士教育協議会
実施日:令 和7年 3月 (予定)

参加者 :歯科衛生士科専任教員2名
内 容 :新 任専任教員研修会 (歯科衛生士教育とは 力リキュラム作成等)



4「学校教育法施行規則第 189条 において準用する同規則第67条に定める評価を行い、その結果を公表していること。また、評価を行う1こ当たっては、当該専修学校
の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

(1)学校関係者評価の基本方針

「専修学校における学校評価ガイドライン」に基づき、学校関係者として、卒業生、保護者、地域住民、高等学校、企業により構成される学校関係者評価委員会を組織
し、この委員会が、学校が行つた自己点検・自己評価の内容を審議・評価して、様々な角度からアドバイスや支援を行うことを通して、学校運営の改善に活用することを
方針とする。

(2)「 専修学校における学校評1面 ガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

(1)教育理念・目標 教育理念・目的・育成人材像

(2)学校運営 学校運営

(3)教育活動 教育活動

(4)学修成果 教育成果

(5)学生支援 学生支援

(6)教育環境 教育環境

(7)学生の受入れ募集 学生の募集と受け入れ

(8)財務 財務

(9)法令等の遵守 法令等の遵守

(10)社会貢献・地域貢献 社会貢献

(11)国際交流

こつ てヽ

(3)学校関係者評価結果の活用状況

運営部長を始め、学校長、事務局長、教務部長、学科長等で共有し、全スタッフに周知して、多岐に渡る学校運営の改善に努めている。特に、日々の学校運営の中で
直ちに改善・対応が可能なことは、学校長の指導の下、学校全体に係る事案は事務局長・教務部長が中心となり速やかに改善に取り組み、学科に係ることは学科長が
中心となり速やかに改善を図つている。また、改善に新たな予算確保が必要な案件は事務局長が中心となって次年度に向けて予算組を行い、改善を図つている。加え
て、学則変更等が必要な案件は、学校長の指導の下、教務部長が中心となって学則変更手続きを行いながら改善を図つている。
学校関係者評価委員会を開催し、文部科学省が策定した「専修学校における学校評価ガイドライン」に沿つて実施した昨年度の学校自己点検報告書について、当校に

関係の深い13名 の学校関係者評価委員に評価していただき、各項目について概ね「優れている」との評価を頂いた。また「入学定員の充足」「中途退学者の低減」「地
域との交流を更に深める」など多くのご意見を頂いた。
学校のリーダー会議、学科会議、全体会議などでこれらの意見を共有し、検討・環境整備に取り組んでいきます。

(4)学校関係者評価委員会の全委員の名簿

名 ―
前 所 属 任   期 種  別

村田 栄治 村田整骨院 院長 令和6年 4月 1日 ～令和7年3月 31日 (1年 ) 業等委員 (柔 道整復科 )

要  信義 要鍼灸院 院長 令和6年 4月 1日 ～令和7年3月 31日 (1年 ) 業 等 委 員 (鍼 灸 科 )

橋本 修二 岡 和
令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 企業等委員(救急枚命公務員科 )

医療連携室 主幹

福田 智 医療法人 せと山荘クリニック 統括部長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 業等委員 (理 学療法科 )

丸田 淳司 医療法人誠和会 牟田病院 医療部門科長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 業等委員 (作 業療法科 )

案西 浩平
あ リニック 理事長

令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 業等委員 (歯科衛生士科 )

平野 千恵美 医療法人相生会 宮田病院 看護師長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 企 業 等 委 員 (看 護 科 )

安積 研ニ 会社 取締役会長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 企業等委員(ス ポーツ科学科 )

中西 祐介 会社サンドラッグ 人事部採用課主任 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 企 業 等 委 員 (薬 業 科 )

谷口 貴隆 科学科 卒業生 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 卒 業 生 代 表

冨崎 尚美 生 (鍼灸科3年 )保護者 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 保 護 者 代 表

清輔 正孝 県立香椎高等学校 校長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 高 等 学 校 関 係 者

戎崎 淳一 福岡市博多区大浜公民館 館長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 地 域 関 係 者

(5)学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

広報誌等の刊行物 ・ その他 (

URL

公表時期 :令和6年 5月 31日

schoo1/pubi c― infO/

))



5「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を提供していること。」関係

(1)企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

学校で毎年定める事業計画の実行方針で提起された目標 (カ リキュラムのイノベーション、中途退学率の低減、就職 100%、 国家試験合格率100%等 )を具現化するため
に、企業等からヒアリングを行い、業界の動向を踏まえた実行計画を作成している。その為にも、学校の方針や考え方に加え、様々な詳細情報を十分に理解して頂いた
上で、意見やアドバイス、支援を頂くことが重要となる。企業等への具体的な情報提供方法としては、学校関係者評価委員会や教育課程編成委員会、業界関係者であ
る非常勤講師との講師会、キャリアセンタースタッフによる企業訪問、企業とタイアップして行うイベント等あらゆる機会を活用して、積極的に情報の提供を行つている。

(2)「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応

※ (10)及び(11)については任意記載。

(3) 法

その他 ( ))

URと :httpst/

公表時期 :随時

(2)各学科等の教育



授業科目等の概要

(医療専 門課程 歯科衛生士科 )

分 類
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任

○ 生 物
人間を中心においた生命の仕組みを探求 し、生物学の基礎を
学び、解割・生理学に結び付けることができる。

１

前
30 2 O ○ ○

2 ○ 化 学
歯科臨床で用 い られ る物質の化学的 な背景 を理解 し、生化

学 栄養指導に結び付けて考えることができる。

１

前 15 1 ○ ○ ○

3 ○ 英語

グローパルな感性を養い、コミュニケーションに必要な英会
話を学び、実践 し、歯科に関する英単語を理解することがで
きる。

１

後
30 2 ○ ○ ○

4 ○ コミュニケーション論 (CSU検 定 )

相手の話を聴 く姿勢やその内容を理解する能力を高め、医療
人として必要なコミュニケーションを修得し、実Ltで きる。

１

前
30 2 O ○ ○

5 ○ 臨床心理学

「こころJと 「か らだ」 と「社会」の枠組みの中で、身体的
な病気 と心身の病における心理・社会 生物学的要因の相互

作用について理解することができる。

２

一月‐‐
30 2 O O ○

6 ○ 医療倫理
医の倫理を学ぷと共に職業人としての心構えやインフォーム
ドコンセン トに基づいた患者応対などを理解することができ
る。

１

前
30 2 O O ○

7 ○ 解剖学
人体の構造ならびに組織発生についての知識を修得 し、生理
学との関連性を理解することができる。

１

前
30 2 O ○ O

8 ○ 生理学
人体の生理の概要についての知識 を修得 し、解割学 との関連

性を理解す ことができる。

１

前
30 2 ○ ○ ○

○ 生化学
生化学を通 して栄養指導の知識を修得 し、関連付けて理解す
ることができる。

１

後
15 1 O ○ ○

10 ○ 口腔解剖学 (組織発生学含む )

口腔の構造ならびに歯の形態と組織およびその周囲組織につ
いての知識を修得することができる。

１

後
30 2 ○ ○ O

○ 口腔生理学
口腔についての生理の知識を惨得 し、日腔解剖と関連付けて
理解することができる。

１

後
15 1 ○ ○ ○

〇 日腔生化学
生化学を通して栄養指導の知識を修得し、関連付けて理解す
ることができる。

１

後
15 1 ○ ○ O

13 ○ 病理学 口腔病理学
全身および回腔領域の疾患 を含め病因論についての知識 をIE

解す ることができる。

１

通
60 4 O O O O

14 O 薬理学 歯科薬理学
医学の基礎的知識を活かし、薬物の効力発現を理論的に理解
することができる。

１

前
30 2 O ○ O

15 〇 微生物学 口腔微生物学
細菌 真薗 ウイルスなどの微生物、それによって引き起 こ

され る歯科領域の疾患について理解することができる。

ヽ

前
30 2 ○ ○ O

○ 口腔衛生学 I
歯 と 口腔

ん`で
の
き

疾患異常の予防お
る。

よび保健指導の知識 を理解する
と

１

通
60 4 ○ O O

○ 回腔衛生学 Ⅱ(衛 生統計学含 )

歯 と日腔の疾患異常の予防および保健指導の知識、口腔領域
の統計学 を理解することができる。

２

前
15 I ○ △ ○ ○

○ 衛生学 .公衆衛生学
国民の歯科保健の向上 を目指 し、衛生 。公衆衛生を学び歯科

領域の疫学をII里解することができる。

ヽ

後
30 2 O O ○



19 ○ 衛生行政・社会福祉学
法制・行政・社会保障を学び、歯科保健医療の普及と向上の
ために必要な知識を備えることができる。

２

後
30 2 O ○ O

20 ○ 歯科衛生士概論
歯科衛生士としての人間性を塔い、歯科衛生士の業務を理解
することができる。

ヽ

前
30 2 O ○ ○

21 O 歯科臨床概論
医療と診療の意味を理解 し、さらに歯科臨床について学び、
歯科診療の流れを理解ずることができる。

１

前
15 1 ○ ○ ○

22 O
歯科保存学

(修 復学・歯内療法学・歯周治療学含む )

歯科疾患の基礎的知識、保存惨復 歯内療法・歯周治療の襴

要についての知識 と歯科衛生士の役割を修得 し、主要 3科 と

関連付けることができる。

１
後

　

２
前

60 4 O △ ○ ○

O 歯科補綴学

現有歯の実質欠損 喪失歯による形態および機能回復につい

て理解 し、歯科衛生士の役割 を惨得 し、実践す ることができ

る。

２

前
30 2 O △ O ○

24 ○ 口腔外科学
歯科疾患の概要と診療における歯科衛生士の役割・実技を修
得し、実践することができる。

２

前
30 2 ○ △ ○ ○

25 ○ 小児歯科学
身体的  精神的 社会的発達途上にある小児の特徴 を理解
し、チーム診療 と歯科衛生士の役割について知識 と技術 を惨

得 し、実践することができる。

２

前
30 2 ○ △ O ○

20 ○ 矯正歯科学
歯科矯正治療に対応す る知識 と補助技術、歯科衛生士と して
の役割 を修得 し、実践することができる。

２

一剛
30 2 ○ ○ ○

27 O 高齢者歯科学 障害者歯科学
l阜 害の程度 に適応 した患者の取 り扱い方、在宅訪
まえ高齢者歯科治療の特徴、歯科衛生士の業務 を

践することができる。

問指導 を心

理解 し、 !実

２

前
30 2 ○ △ ○ ○

23 ○ 救急蘇生、偶発事故予防・対策
救急蘇生の手順を学び、歯科医院などの医療現場で起こりう
る偶発事故についての予防と対策について理解ずることがて
きる。

２

前
30 2 ○ △ O ○

○ 歯科予防処置論 I

う蝕・歯周疾患の成り立ちを学び知識を身につける。また、
う蝕予防 歯周疾患の予防法についての知識と技術を惨得す
る。

―

通
90 6 O ○ ○

30 ○ 歯科予防処置論 Ⅱ
臨床実習に向け、臨床に即 した施術の流れ を修得する。繰 り

返 しの実習により知識技術を定着 し、実践することができ
る。

２

前
60 4 O △ O O

O 歯科保健指導論 I

口腔保健の意義の理解と他者への理解を体験する実習、自己
のモチベーションスキルの向上を計り、実践することができ
る。

１

通
60 4 ○ △ ○ O ○

○ 直l科 保健指導論 Ⅱ
実習 実践 を増や し、臨床に沿 つたスキル を身につけ、 1年
生を患者に見立てての イBI実 習で実星隻することができる。

２

一剛
30 2 O △ ○ O

33 ○ 口腔ケア検定

口腔ケア基礎知識のテキス トを活用 した授業を行い口腔 ケア

検定 5級 を在学中に取得 し、臨床実習において実践すること

ができる。

２

後
30 2 ○ △ ○ O

34 ○ 栄養指導
栄装学の基礎知識 と栄養指導および食生活指導について惨得
し、患者指導に役立てることができる。

１

後
30 2 O △ O ○

35 ○ 地域保健活動
地域 で展開 され る組織活動 を理解 し、地域保健活動に寄与す

るための歯科保健活動の役割を理解す ることができる。

１

後
15 1 O △ ○ ○

36 ○ 歯科診療補助論
歯科 治療 における診療の補助 受付業務 などの機能 を理解
し、歯科衛生士業務に必要な技術態度 を養 う。診療室の器具

器材 ,知 識 と取 り扱いを惨得 し実践することができる。

ヽ

通
90 6 O △ ○ O

37 ○ 歯科放射線学
菌科衛生士の業務範囲 を認識 し、患者指導に役立て られ るよ

うに理解 し、臨床医学 との関連性 を理解することができる。

１
後

・
２
前

30 2 ○ △ ○ O

38 ○ 臨床検査
病態 と臨床検査データを理解 し、その知識 を学び臨床データ
と関連付けることができる。

２

前
15 1 O △ ○ ○

39 ○ 感染予防
感染予防対策 と して滅菌 と消毒について理論 と実際 を修得
し、臨床で実践することができる。

２

前
15 I ○ △ O ○



40 O 歯科材料学
薗科材料の特性 を学び実際の取 り扱い方 を修得 し

践することができる。
臨床で実 １

後 30 2 O △ O ○

41 O 診療報酬請求事務
診療報酬請求事務の基礎知識 をもとに歯科医院で実際に必要
となる技能を学び、臨床現場で応用することができる。

２

後
30 2 O △ O O

42 ○ 実習指導 I
2年次の臨地・臣岳床実習に際 し、実習内容を理解 し
応した準備をすることができる。

必要に ２

通 120 8 ○ O O

43 ○ 実習指導エ
3年次の臨地・臨床実習に際 し、実習内容を理解 し、必要に
応した準備をすることができる。

３

通
150 10 O ○ O

44 ○ 臨地実習 I

2年次の臨地・臨床実習において修得した知識技術を現場で
実践することができる。

２

通
540 12 O ○ ○ ○

45 ○ 臨地実習 H
3年次の臨地・臨床実習において修得した知識技術を現場て
実践することができる。

３

通 450 10 O O O ○

46 O コンピュータ実習
基本的なコンピュータの取 り扱い。Word・ Exc創 ,Power Pdntを

勝得し、実Ltす ることができる。

２

前 30 2 ○ ○ ○

○ フィニッシング 社会人として必要な基本的マナーを修得し、英践することが
できる。

ヽ

後
15 1 ○ O ○

○ メイク 医療従事者の身だしなみとしてのメイクを修得し、実践する
ことができる。

１

後 15 1 O ○ O

49 ○ 審美歯科
審美薗科て行われる様々な治療についての知識・診療内容を
理解し、説明することができる。

２

後 15 1 ○ △ ○ O

50 ○ インプラントアシスト
曲科領域における欠損補綴のインプラン トについて知識と様
術を理解 し、外科的処置を行 う歯科診療補助の知識を修得
し、実践することができる。

２

後 15 1 O △ O ○

51 O 浜食囃下機能訓練
擬食囀下のメカニズム・原因・診査・対応・口腔ケアとの関
連などの知識を学び、臨床実習て役立てることができる。

３
前

30 2 O △ O O

52 ○ 回家試験対策講座
国家試験に必要な知識を総合的 。応用的に理解 し、歯科衛生
士回家試験に合格することができる。

３

後 225 15 O ○ O

合 計 52 科 目 154     1 群

卒 茶 要 件 及 び腰悸 方 法 授業期間等

卒業要件
当該学年において、履修すべき学科目のうち、履修を認定されない学科目 (不 合格)が l科 目以上あれば卒業てきな
い。また、履修すべき学科目のいずれかについて、出席回数が総授業回数の 3分の 2未満の者は卒業できない。

1学年の学期区分 2期

履修方法
講義・演習・実技 。実習のいずれかにより、またはこれらの俳用により行う。選択必修科目と自由選択科目を履修
し、各科目66,7,(↓ 以上の出席 し試験等による60点 以上の評定で単位取得する。

1学期の授業期間 15週

(留意事項 )

1 -の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

2 企業等との連携については、実施要項の 3(3)の 要件にな該当する授業科目についてOを付すこと。


